
 

健疾発 1112 第１号 

平成 26 年 11 月 12 日 

 

［一部改正］ 平成 27 年５月 13 日  健疾発 0513 第 1 号 

平成 27 年９月 30 日   健疾発 0930 第２号 

平成 29 年３月 31 日   健難発 0331 第１号 

平成 30 年３月 19 日   健難発 0319 第２号 

令和元年６月 26 日   健難発 0626 第２号 

令和３年 10 月 13 日  健難発 1013 第１号 

令和５年８月 29 日  健難発 0829 第１号 

  令和５年 11 月 28 日  健生難発 1128 第１号 

令和７年２月 25 日  健生難発 0225 第１号 

令和８年２月 27 日  健生難発 0227 第１号 

 

 

   

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 
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指定難病に係る臨床調査個人票について 

 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律第６条第１項に規定する診断書（以下「臨床

調査個人票」という。）の具体的な書式のうち新規の申請を行うための書式について、別

添のとおり定め、平成27年１月１日から適用することとしたので通知する。ただし、同

法の施行前の準備のために使用することは差し支えない。 

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の４第１項の規定に基づく

技術的助言であることを申し添える。 

 


